
           
     

Iga City Society of Commerce and Industry 

◆◆◆  税の申告会場のご案内  ◆◆◆  

  令和２年分所得税、消費税、贈与税の確定申告と令和３年度市・県民税の申告会場が下記のとおり設けられます。 

申告会場開設期間中は「上野税務署」 「伊賀県税事務所」 「伊賀市役所」では申告会場を設けていませんので、下記の

会場をご利用下さい。確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。整理券は、ゆめ

ドームうえので当日配布するほか、ＬＩＮＥアプリで事前に入手することもできます。（詳しくは、国税庁ホームページをご覧

ください。）会場をご利用の際は、マスク着用、手指消毒、検温をお願いします。なお、所得税の確定申告については、商

工会でもご相談いただけますので、ご希望の方はお早めに商工会各支所にご相談下さい。                       

内     容 会  場 開   催   日 時 間 

所得税、消費税、  

贈与税、市・県民税  
ゆめドームうえの 第２競技場 

 ２月１６日(火) ～ ３月１５日(月)  

※土・日曜日、休日を除く     

  ９：００～１７：００  

（受付終了時間 １６：００） 

市 ・ 県 民 税  

大山田福祉センター ふれあい広場 ２月 ３日(水) ・  ２月 ４日(木)      

 ■受付開始時間 

      ８：３０～ 

 ■相談時間 

       ９：３０～１２：００ 

     １３：００～１６：００ 

 

阿山保健福祉センター ホール ２月 ９日(火) ・  ２月１０日(水)     

島ヶ原支所 ２階会議室 ２月１７日(水) ・  ２月１８日(木)     

青山福祉センター 教養娯楽室２ ２月２５日(木) ・  ２月２６日(金)     

いがまち保健福祉センター 研修室 ３月 ３日(水) ・  ３月 ４日(木)     

確 定 申 告 に 当 た っ て  上野税務署長 堀内宏巳  

伊賀市商工会及び会員の皆様には、平素から税務行政に対しまして、深い御理解と多          

大な御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

まずは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられている皆様に心からお見舞い申 

し上げます。 

間もなく令和２年分の所得税・消費税の確定申告の時期を迎えますが、伊賀市商工会

におかれましては、確定申告に向けて、期限内申告・納税の広報、青色申告の普及活動 

など適正申告に向けた取組を行っていただいており、深く感謝申し上げます。 

また、令和元年10月から導入されました消費税の軽減税率制度につきましては、制度  

の円滑な導入に取り組んでいただき、重ねて感謝申し上げます。 

さて、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応をはじめ、近年における経済社会のＩＣＴ化やグ

ローバル化の進展など、税務行政を取り巻く環境が大きく変化している中、「納税者の自発的な納税義務の履

行を適正かつ円滑に実現する」という私どもに課せられた使命を果たしていくためには、その時々における課

税・徴収上の課題に的確に対応し、また、納税者の皆様のニーズにも応えていくことが重要であると考えてお

ります。 

令和２年分の所得税の確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件に、e-Taxによる申告又は電子帳

簿保存を行うことが加わりました。事業者の方々が青色申告特別控除の特典を最大限に享受していただくため

には、商工会の皆様によるＩＣＴを利用した記帳や申告に係る指導相談活動がますます重要となります。 

私どもといたしましては、これまで以上に記帳指導機関の役割の重要性を認識しており、本年の確定申告期

には、記帳指導機関に未加入の納税者に対しましては、伊賀市商工会をはじめとする記帳指導機関への加入の

御案内をこれまで以上に行い、納税者に適正な記帳指導を受けていただかなくてはならないと考えております。 

そのためにも、これまで以上に商工会の皆様と連携・協調を図り、記帳慣行の定着と青色申告制度の普及に

向け、ともに取り組んでいきたいと考えておりますので、更なるお力添えを賜りますよう重ねてお願い申し上

げます。 

 結びに当たりまして、伊賀市商工会のますますの御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業の御繁栄を心よ

り祈念いたしまして、確定申告に当たっての御挨拶とさせていただきます。 



 

      

   
          

      
        

              

              

     
          

      
        

         
         

          

     次回の 会員一斉訪問実施予定日は 

 ３月１９日（金） です  
 

 

 45- 2210
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         《貸 付 金 利 の 状 況》          （令和３年２月１日現在）  

日本政策金融公庫 
 普通貸付基準利率 （使用使途、返済期間、担保の有無等により異なる） 基 準 金 利    

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） 特別金利Ｆ    

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．６０％ または １．７０％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％ ～ ２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．４０％    → 

※低金利・無利子化など新型コロナウイルス感染症関連の融資制度もあります。本所または支所へお問い合せください。 

 

各種情報については伊賀市商工会ホ 

ームページに掲載しています。上記 

のQRコードを読み取ってご覧下さい。 

 

雇用調整助成金を受けている事業主の方へ 

   新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長（令和３年２月２８日まで）に伴い、新型コロナ 

 ウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を１年を超えて引き続き受給 

 することができます。１年を超えて引き続き受給できる期間は令和３年６月３０日までとなります。     

     お問合せ先   学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 

                    電話 ０１２０－６０－３９９９   受付時間 ９：００～２１：００ 土日・祝日含む 

                                                                         
 

                                                              伊賀市プレミアム付商品券  忍法元気回復の巻  使用期限にご注意！                       

                  使用期限：   令和３年２月２８日（日 )まで                             

              昨年９月より販売しました伊賀市プレミアム付商品券の使用期限が迫っています。  

            使用期限を過ぎると無効となり使えなくなります。使用できなかった商品券は、換金や払     

            い戻しができないため必ず有効期限内にご使用ください。  


